
付属書類 

「専利審査指南」改訂対照表 

「専利審査指南」 

（第 55 号局令） 

「専利審査指南」 

（第 74 号局令に基づき改正） 

第二部分第一章 

4.2 知的活動の法則と方法 

知的活動は、人間の思考活動を指し、

人間の思考から生まれ、推理、分析と判

断を経て抽象的な結果を生むか、若しく

は人の思考活動を媒介として、間接的に

自然に作用して結果が生じる。 

…… 

（2）前述（1）で述べた状況を除き、も

し、ある請求項を限定する全ての内容に

おいて、知的活動の法則と方法の内容を

含むとともに、技術的特徴も含むもので

あれば、当該請求項が全体としては、知

的活動の法則と方法ではないので、専利

法 25 条に基づいた上で、その専利権を

取得する可能性を排除してはならない。 

第二部分第一章 

4.2 知的活動の法則と方法 

知的活動は、人間の思考活動を指し、

人間の思考から生まれ、推理、分析と判

断を経て抽象的な結果を生むか、若しく

は人の思考活動を媒介として、間接的に

自然に作用して結果が生じる。 

…… 

（2）前述（1）で述べた状況を除き、も

し、ある請求項を限定する全ての内容に

おいて、知的活動の法則と方法の内容を

含むとともに、技術的特徴も含むもので

あれば、当該請求項が全体としては、知

的活動の法則と方法ではないので、専利

法 25 条に基づいた上で、その専利権を

取得する可能性を排除してはならない。 

【例えば】 

ビジネスモデルに係る請求項には、ビ

ジネスルールと手法の内容も含まれ、技

術的特徴も含まれている場合、専利法 

25 条に基づいた上で、その専利権を取

得する可能性を排除してはならない。 

第二部分第九章 

2. コンピュータプログラムに係わる発

明専利出願の審査基準 

審査において、保護を請求する解決方

案、つまり、各請求項により限定される

解決方案を対象としなければならない。 

…… 

（1）ある請求項が、1 種の計算方法

第二部分第九章 

2. コンピュータプログラムに係わる発

明専利出願の審査基準 

審査において、保護を請求する解決方

案、つまり、各請求項により限定される

解決方案を対象としなければならない。 

…… 

（1）ある請求項が、1 種の計算方法
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或いは数学上の計算規則、若しくはコン

ピュータプログラム自体や媒体（例えば

磁気テープ、ディスク、オプティカルデ

ィスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、

VCD、DVD 或いはその他コンピュータ読

み取り可能な媒体）だけに記憶されるコ

ンピュータプログラム、又はゲームの規

則や方法などだけに係わるものである

場合には、当該請求項は知的活動の規則

及び方法に該当するものであり、専利保

護の客体には属さない。 

ある請求項は、主題の名称を除いて、

……専利で保護する客体にならない。 

例えば、記憶されたプログラムだけに

より限定されるコンピュータ読み取り

可能な記憶媒体又は 1 種のコンピュー

タプログラム製品、或いは、ゲームの規

則だけにより限定されており、如何なる

物理的な実体も含まない特徴により限

定されるコンピュータゲーム装置など

といった、如何なる技術的特徴も含まな

いものは、実質として、知的活動の規則

及び方法だけに係わっているため、専利

保護の客体に該当しない。ただし、発明

専利出願で保護を請求する媒体は、その

物理特性の改良に係わっている場合、例

えば、積層構造やトラックピッチ、材料

などは、この類に該当しない。 

或いは数学上の計算規則、若しくはコン

ピュータプログラム自体や媒体（例えば

磁気テープ、ディスク、オプティカルデ

ィスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、

VCD、DVD 或いはその他コンピュータ読

み取り可能な媒体）だけに記憶されるコ

ンピュータプログラムそのもの、又はゲ

ームの規則や方法などだけに係わるも

のである場合には、当該請求項は知的活

動の規則及び方法に該当するものであ

り、専利保護の客体には属さない。 

ある請求項は、主題の名称を除いて、

……専利で保護する客体にならない。 

例えば、記憶されたプログラムそのも

のだけにより限定されるコンピュータ

読み取り可能な記憶媒体又は 1 種のコ

ンピュータプログラム製品、或いは、ゲ

ームの規則だけにより限定されており、

如何なる物理的な実体も含まない特徴

により限定されるコンピュータゲーム

装置などといった、如何なる技術的特徴

も含まないものは、実質として、知的活

動の規則及び方法だけに係わっている

ため、専利保護の客体に該当しない。た

だし、発明専利出願で保護を請求する媒

体は、その物理特性の改良に係わってい

る場合、例えば、積層構造やトラックピ

ッチ、材料などは、この類に該当しない。 

 

第二部分第九章 

3. コンピュータプログラムに係わる発

明専利出願の審査例 

前記審査基準に基づいたコンピュー

タプログラムに係わる発明専利出願の

第二部分第九章 

3. コンピュータプログラムに係わる発

明専利出願の審査例 

前記審査基準に基づいたコンピュー

タプログラムに係わる発明専利出願の
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審査例を以下に挙げる。 

…… 

（3）技術的課題を解決していない、

又は技術的手段を利用していない、或い

は技術的効果を獲得していないような

コンピュータプログラムに係わる発明

専利出願は、専利法 2 条 2 項に規定し

た技術方案に該当しないため、専利保護

の客体には該当しない。 

【例8】……当該専利の出願は、専利法 

2 条 2 項に規定した技術方案に該当せ

ず、専利保護の客体には該当しない。 

【例9】 

学習内容を自ら決定する方式で外国

語を学ぶシステム 

出願内容の概要 

従来のコンピュータ支援学習システ

ムにおける学習内容が、システムで予め

決まっていたため、ユーザは自分の外国

語レベルに応じて学習内容を自ら決定

することなく、これら予め決まった内容

を学ばなければならない。この発明専利

出願では、ユーザが自分のニーズに合わ

せた学習資料を選定して、資料をシステ

ムに入力すると、システムプログラムが

資料の中の文を、いくつかのユニットに

区切る。そしてユーザが区切られたユニ

ットを組み合わせ直してシステムに入

力すると、システムプログラムはユーザ

が組み合わせ直した文を当初の文と比

較し、予め決まった採点基準に従って得

点をつけてから、点数を学習者に出力す

る。 

出願の請求項 

選定した学習資料を入力するための

審査例を以下に挙げる。 

…… 

（3）技術的課題を解決していない、

又は技術的手段を利用していない、或い

は技術的効果を獲得していないような

コンピュータプログラムに係わる発明

専利出願は、専利法 2 条 2 項に規定し

た技術方案に該当しないため、専利保護

の客体には該当しない。 

【例8】……当該専利の出願は、専利法 

2 条 2 項に規定した技術方案に該当せ

ず、専利保護の客体には該当しない。 
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学習機と、 

ユーザが伝送する言語ドキュメント

を受信するためのドキュメント受信モ

ジュールと、 

前記言語ドキュメントを最低 1 つの

独立文に区切るためのドキュメント区

切モジュールと、 

前記独立文を複数の区切ユニットに

区切るための文の分割モジュールと、 

前記区切ユニットをユーザに出力し、

ユーザが自ら組み合わせ直した文を受

け、前記独立文とユーザが自ら組み合わ

せ直して入力した文と比較して、予め決

まった採点基準に従って得点をつけて

から、点数を前記学習者に出力する文を

作るタイプ言語学習モジュールと、を含

むことを特徴とする学習内容を自ら決

定する方式で外国語を学ぶシステム。 

分析及び結論 

当該解決方案は、一組のコンピュータ

プログラム機能モジュールを利用して

学習システムを構成するものである。こ

れらの機能モジュールで、ユーザが決定

して伝送する言語ドキュメントを受け

て、その中の文をユーザが組み合わせ直

した文と比較し、比較の結果をユーザに

出力する。当該システムにおいて、学習

機でコンピュータプログラムを実行す

ることにより、学習の過程の制御を実現

しているが、当該学習機が公知の電子装

置であり、外国語文章の区切りや組み合

わせ直し、比較、採点は、学習機の内部

の性能を改良するものでなく、学習機の

構造や機能にも技術的な変化を一切与

えていない。また、当該システムで解決
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する課題は、如何にユーザの主観的願望

に合わせて学習内容を決定するかとい

うことであり、技術的課題を構成しな

い。実施手段は、学習の規則を人為的に

制定し、規則の要求に従って行われるこ

とであって、自然法則に規制されるよう

なものではない。それゆえに、技術的手

段を利用していない。当該方法では、ユ

ーザが自分のニーズに合わせて学習内

容を自ら決定するようになり、学習効率

の向上につなげるが、獲得したのは自然

法則に合致した技術的効果ではない。従

って、当該発明専利出願は、専利法 2 条 

2 項に規定した技術方案に該当せず、専

利保護の客体には該当しない。 

第二部分第九章 

5.2 特許請求の範囲の書き方 

コンピュータプログラムに係わる発

明専利出願の特許請求の範囲は、方法請

求項に書いても、製品請求項（すなわち

当該方法を実現させる装置）に書いても

かまわない。どの形式の請求項に書いて

も、説明書にサポートされ、そして、全

体的に当該発明の技術方案を反映し、技

術的課題を解決するのに必要な技術的

特徴を記載してあるものでなければな

らない。当該コンピュータプログラムに

備わる機能及びその機能で達成する効

果を総括的に記述しただけのものであ

ってはならない。方法請求項として書く

場合には、方法プロセスのステップに沿

って、当該コンピュータプログラムで実

行する各機能、及びこれらの機能が如何

に果たされるかについて、詳細に記述し

第二部分第九章 

5.2 特許請求の範囲の書き方 

コンピュータプログラムに係わる発

明専利出願の特許請求の範囲は、方法請

求項に書いても、製品請求項（たとえば

当該方法を実現させる装置）に書いても

かまわない。どの形式の請求項に書いて

も、説明書にサポートされ、そして、全

体的に当該発明の技術方案を反映し、技

術的課題を解決するのに必要な技術的

特徴を記載してあるものでなければな

らない。当該コンピュータプログラムに

備わる機能及びその機能で達成する効

果を総括的に記述しただけのものであ

ってはならない。方法請求項として書く

場合には、方法プロセスのステップに沿

って、当該コンピュータプログラムで実

行する各機能、及びこれらの機能が如何

に果たされるかについて、詳細に記述し
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なければならない。装置請求項として書

く場合には、当該装置の各構成部及び各

構成部の間の関係を具体的に記述し、当

該コンピュータプログラムの各機能が

どの構成部で如何に果たされるかにつ

いて詳細に記述しなければならない。 

すべてコンピュータプログラムのフ

ローチャートを根拠にして、当該コンピ

ュータプログラムのフローチャートの

各ステップと完全に対応して一致する

方式により、若しくは当該コンピュータ

プログラムのフローチャートを反映す

る方法請求項と完全に対応して一致す

る方式により、装置請求項を記載する場

合、即ちこの装置請求項の各構成部と当

該コンピュータプログラムのフローチ

ャートの各ステップ、或いは当該方法請

求項の各ステップと完全に対応して一

致するような場合には、この装置請求項

の各構成部は、当該プログラムのフロー

チャートの各ステップ、或いは当該方法

の各ステップを実現するには構築しな

ければならない機能モジュールである

と理解すべきである。このような機能モ

ジュールにより限定される装置請求項

は、主に説明書に記載してあるコンピュ

ータプログラムを介して当該解決方案

を実現するための機能モジュール化枠

組みであると理解すべきであり、主にハ

ードウェア的方式により当該解決方案

を実現するための実体装置として理解

すべきではない。 

…… 

なければならない。装置請求項として書

く場合には、当該装置の各構成部及び各

構成部の間の関係を具体的に記述しな

ければならない。当該構成部はハードウ

ェアを含むほか、更にプログラムを含む

ことができる。 

すべてコンピュータプログラムのフ

ローチャートを根拠にして、当該コンピ

ュータプログラムのフローチャートの

各ステップと完全に対応して一致する

方式により、若しくは当該コンピュータ

プログラムのフローチャートを反映す

る方法請求項と完全に対応して一致す

る方式により、装置請求項を記載する場

合、即ちこの装置請求項の各構成部と当

該コンピュータプログラムのフローチ

ャートの各ステップ、或いは当該方法請

求項の各ステップと完全に対応して一

致するような場合には、この装置請求項

の各構成部は、当該プログラムのフロー

チャートの各ステップ、或いは当該方法

の各ステップを実現するには構築しな

ければならないプログラムモジュール

であると理解すべきである。このような

プログラムモジュールにより限定され

る装置請求項は、主に説明書に記載して

あるコンピュータプログラムを介して

当該解決方案を実現するためのプログ

ラムモジュール化枠組みであると理解

すべきであり、主にハードウェア的方式

により当該解決方案を実現するための

実体装置として理解すべきではない。 

…… 

第二部分第十章 第二部分第十章 
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3.4 実施例について 

化学分野は実験性を持つ学科に該当

するため、実験により証明する必要のあ

る発明が多数ある。そのため、通常説明

書の中には、製品の製造と応用の実施例

などのような実施例を含むべきである。 

（1）説明書における実施例の数は、

請求項の技術的特徴の概括の程度によ

り決定される。例えば、並列選択要素の

概括の程度及びデータの値の取得範囲

など。化学発明において、発明の性質や

具体的な技術分野により、実施例数に対

する要求は完全に同一であるわけでも

ない。一般原則として、発明が如何に実

施されるかを理解するのに十分で、かつ

請求項により限定される範囲内で実施

できること、そして該効果が達成できる

ことを判断するのに十分であるべきで

ある。 

（2）説明書で充分に公開されている

か否かを判断する場合は、元説明書及び

特許請求の範囲に記載された内容を基

準とする。出願日以降に補足提出された

実施例や実験データは考慮しないもの

とする。 

3.4 実施例について 

化学分野は実験性を持つ学科に該当

するため、実験により証明する必要のあ

る発明が多数ある。そのため、通常説明

書の中には、製品の製造と応用の実施例

などのような実施例を含むべきである。 

説明書における実施例の数は、請求項

の技術的特徴の概括の程度により決定

される。例えば、並列選択要素の概括の

程度及びデータの値の取得範囲など。化

学発明において、発明の性質や具体的な

技術分野により、実施例数に対する要求

は完全に同一であるわけでもない。一般

原則として、発明が如何に実施されるか

を理解するのに十分で、かつ請求項によ

り限定される範囲内で実施できること、

そして該効果が達成できることを判断

するのに十分であるべきである。 

3.5 補足提出される実験データついて 

説明書で充分に公開されているか否

かを判断する場合は、元説明書及び特許

請求の範囲に記載された内容を基準と

する。 

出願日以降に補足提出された実施例

や実験データについて、審査官は審査し

なければならない。補足提出された実験

データに証明された技術的効果は、当業

者が専利出願において開示された内容

から得られるものでなければならない。 

第四部分第三章 

4.2 無効宣告の理由の追加 

（1）請求人が無効宣告請求の提出日

から1ヶ月以内に無効宣告の理由を追加

するには、当該期間以内に、追加した無

第四部分第三章 

4.2 無効宣告の理由の追加 

（1）請求人が無効宣告請求の提出日

から1ヶ月以内に無効宣告の理由を追加

するには、当該期間以内に、追加した無
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効宣告理由を具体的に説明しなければ

ならない。そうでなければ、専利復審委

員会は考慮しない。 

（2）請求人が無効宣告請求の提出日

から起算して1ヶ月後に無効宣告の理由

を追加することを専利復審委員会は一

般的に考慮しないが、以下に挙げる状況

を除く。 

（ⅰ）専利権者が併合の方法で補正し

た請求項について、専利復審委員会が指

定した期限までに無効宣告理由を追加

し、かつ当該期限までに、追加した無効

宣告理由について具体的に説明した場

合。 

（ⅱ）提出した証拠と明らかに対応し

ていない無効宣告理由を変更した場合。 

効宣告理由を具体的に説明しなければ

ならない。そうでなければ、専利復審委

員会は考慮しない。 

（2）請求人が無効宣告請求の提出日

から起算して1ヶ月後に無効宣告の理由

を追加することを専利復審委員会は一

般的に考慮しないが、以下に挙げる状況

を除く。 

（ⅰ）専利権者が削除以外の方法で補

正した請求項について、専利復審委員会

が指定した期限までに補正内容につい

て無効宣告理由を追加し、かつ当該期限

までに、追加した無効宣告理由について

具体的に説明した場合。 

（ⅱ）提出した証拠と明らかに対応し

ていない無効宣告理由を変更した場合。 

第四部分第三章 

4.3.1 請求人による挙証 

（1）請求人が無効宣告請求の提出日

から起算して1ヶ月以内に証拠を補足す

る場合、当該期限までに当該証拠につい

て関連の無効宣告理由を具体的に説明

しなければならない。そうでなければ、

専利復審委員会は考慮しないものとす

る。 

（2）請求人が無効宣告請求の提出日

から起算して1ヶ月以降に証拠を補足す

る場合、専利復審委員会は一般的に考慮

しないが、以下に挙げる状況を除く。 

（ⅰ）専利権者が併合する方法で補正

した請求項又は提出した反証について、

請求人が専利復審委員会により指定さ

れる期限までに証拠を補足し、かつ当該

期限までに当該証拠について関連の無

第四部分第三章 

4.3.1 請求人による挙証 

（1）請求人が無効宣告請求の提出日

から起算して1ヶ月以内に証拠を補足す

る場合、当該期限までに当該証拠につい

て関連の無効宣告理由を具体的に説明

しなければならない。そうでなければ、

専利復審委員会は考慮しないものとす

る。 

（2）請求人が無効宣告請求の提出日

から起算して1ヶ月以降に証拠を補足す

る場合、専利復審委員会は一般的に考慮

しないが、以下に挙げる状況を除く。 

（ⅰ）専利権者が提出した反証につい

て、請求人が専利復審委員会により指定

される期限までに証拠を補足し、かつ当

該期限までに当該証拠について関連の

無効宣告理由を具体的に説明した場合。 
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効宣告理由を具体的に説明した場合。 

（ⅱ）口頭審理での弁論の終了前に、

技術用語辞書や技術マニュアル、教科書

などその属する技術分野における公知

な常識的な証拠、又は証拠の法定の形式

を完備させるための公証書類や原本等

証拠を提出し、かつ当該期限までに当該

証拠について関連の無効宣告理由を具

体的に説明した場合。 

（3）請求人が提出した証拠が外国語

によるものである場合、その中国語訳文

の提出期限は当該証拠の挙証期限を適

用する。 

 

（ⅱ）口頭審理での弁論の終了前に、

技術用語辞書や技術マニュアル、教科書

などその属する技術分野における公知

な常識的な証拠、又は証拠の法定の形式

を完備させるための公証書類や原本等

証拠を提出し、かつ当該期限までに当該

証拠について関連の無効宣告理由を具

体的に説明した場合。 

（3）請求人が提出した証拠が外国語

によるものである場合、その中国語訳文

の提出期限は当該証拠の挙証期限を適

用する。 

第四部分第三章 

4.6.2 補正の方式 

前記の補正原則の下で、特許請求の範

囲に対する補正の具体的な方式は一般

的に、請求項の削除や併合と技術案の削

除に限る。 

 

請求項の削除とは特許請求の範囲か

ら、一又は複数の請求項を取り除くこと

を言う。例えば、独立請求項或いは従属

請求項。 

請求項の併合とは、相互に従属的な関

係を持たないが、授権公告書類において

は同一の独立請求項に従属する2つ或い

はそれ以上の請求項の併合を言う。この

場合、併合対象従属請求項の技術的特徴

の組み合わせにより新規の請求項を成

す。当該新規請求項は、併合された従属

請求項の全ての技術的特徴を含めなけ

ればならない。独立請求項は補正がなさ

れていない限り、その従属請求項に対す

第四部分第三章 

4.6.2 補正の方式 

前記の補正原則の下で、特許請求の範

囲に対する補正の具体的な方式は一般

的に、請求項の削除、技術案の削除、請

求項の更なる限定、明らかな過ちの修正

に限る。 

請求項の削除とは特許請求の範囲か

ら、一又は複数の請求項を取り除くこと

を言う。例えば、独立請求項或いは従属

請求項。 

技術方案の削除とは、同一の請求項に

おいて並列している 2種以上の技術方案

から 1種或いは 1種以上の技術方案を削

除することを言う。 

請求項の更なる限定とは、請求項にお

いてその他の請求項に記載された一つ

又は複数の技術的特徴を追加すること

で保護の範囲を縮小することを言う。 
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る併合方式の補正が許されない。 

技術方案の削除とは、同一の請求項に

おいて並列している2種以上の技術方案

から1種或いは1種以上の技術方案を削

除することを言う。 

第四部分第三章 

4.6.3 補正方式の制限 

専利復審委員会で審査決定を下すま

でに、専利権者は請求項又は請求項に含

まれる技術方案を削除することができ

る。 

下記3つの状況についての答弁期間以

内に限って、専利権者は併合の方式によ

って特許請求の範囲を補正することが

できる。 

（1）無効宣告請求書に対するもの 

（2）請求人が追加した無効宣告事由

又は補充した証拠に対するもの 

（3）専利復審委員会が引用した、請

求人が言及していない無効宣告事由又

は証拠に対するもの。 

第四部分第三章 

4.6.3 補正方式の制限 

専利復審委員会で審査決定を下すま

でに、専利権者は請求項又は請求項に含

まれる技術方案を削除することができ

る。 

下記3つの状況についての答弁期間以

内に限って、専利権者は削除以外の方式

によって特許請求の範囲を補正するこ

とができる。 

（1）無効宣告請求書に対するもの 

（2）請求人が追加した無効宣告事由

又は補充した証拠に対するもの 

（3）専利復審委員会が引用した、請

求人が言及していない無効宣告事由又

は証拠に対するもの。 

第五部分第四章 

5.2 閲覧と複製を許可する内容 

（1）公開前の発明専利出願、査定公

告前の実用新案・意匠専利出願につい

て、同案件の出願人又は代理人は、出願

書類、出願と直接に関連している手続上

の書類、及び方式審査手続において出願

人に発行した通知書と決定書、通知書に

対する出願人の回答意見の正文を含め、

当該専利出願包袋の関連内容を閲覧、複

製してよい。 

（2）公開済みで、まだ専利権の査定

公告が成されていない発明専利出願の

第五部分第四章 

5.2 閲覧と複製を許可する内容 

（1）公開前の発明専利出願、査定公

告前の実用新案・意匠専利出願につい

て、同案件の出願人又は代理人は、出願

書類、出願と直接に関連している手続上

の書類、及び方式審査手続において出願

人に発行した通知書と決定書、通知書に

対する出願人の回答意見の正文を含め、

当該専利出願包袋の関連内容を閲覧、複

製してよい。 

（2）公開済みで、まだ専利権の査定

公告が成されていない発明専利出願の
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包袋については、出願書類、出願と直接

に関連している手続上の書類、公開書

類、及び方式審査手続において出願人に

発行した通知書と決定書、通知書に対す

る出願人の回答意見の正文を含め、当該

専利出願包袋における公開日までの関

連内容を閲覧、複製してよい。 

 

（3）専利権の査定公告が成された専

利出願の包袋について閲覧、複製できる

内容に、出願書類、出願と直接に関連し

ている手続上の書類、発明専利出願単行

本、発明専利、実用新案専利、意匠専利

の単行本、専利登記簿、専利権評価報告、

及び結審されている各審査手続（方式審

査、実体審査、復審と無効宣告などを含

む）において専利局、専利復審委員会が、

出願人又は関連当事者に発行した通知

書と決定書や、出願人或いは関連当事者

の通知書に対する回答意見の正文が含

まれる。 

 

（4）復審手続、無効宣告手続にあり、

まだ終結していない専利出願の包袋に

ついて、特別な事情により閲覧、複製す

る必要がある場合、関係者から同意を得

た後に、前述第（1）と（2）号の関連規

定を参照して、専利出願包袋の中で現下

の審査手続に移行された前の内容物を

閲覧、複製するものとする。 

（5）前述の内容以外の書類は、閲覧、

複製してはならない。 

包袋については、出願書類、出願と直接

に関連している手続上の書類、公開書

類、方式審査手続において出願人に発行

した通知書と決定書、通知書に対する出

願人の回答意見の正文、及び実体審査手

続において出願人に発行した通知書、調

査報告と決定書を含め、当該専利出願包

袋における関連内容を閲覧、複製してよ

い。 

（3）専利権の査定公告が成された専

利出願の包袋について閲覧、複製できる

内容に、出願書類、優先権文書、出願と

直接に関連している手続上の書類、発明

専利出願単行本、発明専利、実用新案専

利、意匠専利の単行本、専利登記簿、専

利権評価報告、及び結審されている各審

査手続（方式審査、実体審査、復審と無

効宣告などを含む）において専利局、専

利復審委員会が、出願人又は関連当事者

に発行した通知書、調査報告と決定書

や、出願人或いは関連当事者の通知書に

対する回答意見が含まれる。 

（4）復審手続、無効宣告手続にあり、

まだ終結していない専利出願の包袋に

ついて、特別な事情により閲覧、複製す

る必要がある場合、関係者から同意を得

た後に、前述第（1）と（2）号の関連規

定を参照して、専利出願包袋の中で現下

の審査手続に移行された前の内容物を

閲覧、複製するものとする。 

 

第五部分第七章 

7.4.2 財産保全の執行協力による中止

第五部分第七章 

7.4.2 財産保全の執行協力による中止
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の期限 

人民法院が専利局に財産保全の執行

協力を要請したことにより、中止手続を

執行している場合、中止期限は一般的に

6ヶ月とする。民事裁定書の受取日から6

ヶ月間経過した場合、当該中止手続が終

了する。 

人民法院が財産保全措置の継続を要

求する場合に、中止期限の満了前に保全

の継続に関する執行協力通知書を専利

局に送付しなければならない。審査した

結果、本章7.3.2.1節の規定に合致した

場合には、中止手続は6ヶ月間更新され

る。同じ法院の同じ案件に対する執行手

続における保全裁定について、専利局で

の中止期限は12ヶ月を超えないものと

し、審判手続における保全裁定について

は、専利局での中止期限は適宜延長して

よいとする。 

7.4.3 無効宣告手続に係る中止の期限 

無効宣告手続に係わっている専利の

場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請

求による中止、又は人民法院の財産保全

の執行協力要請による中止については、

中止期限は1年を超えないものとする。

中止期限が満了になると、専利局は関連

手続を自ら再開する。 

の期限 

人民法院が専利局に財産保全の執行

協力を要請したことにより、中止手続を

執行している場合、民事裁定書と執行協

力通知書に明記した財産保全期限に従

って関連手続を中止する。 

 

人民法院が財産保全措置の継続を要

求する場合に、中止期限の満了前に保全

の継続に関する執行協力通知書を専利

局に送付しなければならない。審査した

結果、本章7.3.2.1節の規定に合致した

場合には、中止期限を延期する。 

 

 

 

 

 

 

7.4.3 無効宣告手続に係る中止の期限 

無効宣告手続に係わっている専利の

場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請

求による中止については、中止期限は1

年を超えないものとする。中止期限が満

了になると、専利局は関連手続を自ら再

開する。 

7.5.2 人民法院の財産保全執行協力要

請による中止手続の終了 

中止の期限が満了になって、人民法院

が財産保全措置の継続を要求していな

い場合に、審査官は中止手続終了通知書

を出して、人民法院及び出願人（又は専

利権者）に通知しなければならない。そ

7.5.2 人民法院の財産保全執行協力要

請による中止手続の終了 

中止の期限が満了になって、人民法院

が財産保全措置の継続を要求していな

い場合に、審査官は中止手続終了通知書

を出して、人民法院及び出願人（又は専

利権者）に通知しなければならない。そ
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して関連手続を再開して、専利権の保全

の解除を公告しなければならない。順番

待ち保全登録がされている場合、先に順

番待ちの登録がされたものは、先行の保

全の終了日から順番待ち保全が開始し、

中止の期限は6ヶ月とする。審査官は、

先行の人民法院及び出願人（又は専利権

者）に中止手続終了通知書を出さなけれ

ばならない。そして、先に順番待ちの登

録がされた人民法院及び出願人（又は専

利権者）に保全手続開始通知書を出し、

財産保全の執行協力期限の開始・終了日

を説明して、専利権の財産保全を公告し

なければならない。 

して関連手続を再開して、専利権の保全

の解除を公告しなければならない。順番

待ち保全登録がされている場合、先に順

番待ちの登録がされたものは、先行の保

全の終了日から順番待ち保全が開始し、

中止の期限は民事裁定書と執行協力通

知書に明記した財産保全期限とする。審

査官は、先行の人民法院及び出願人（又

は専利権者）に中止手続終了通知書を出

さなければならない。そして、先に順番

待ちの登録がされた人民法院及び出願

人（又は専利権者）に保全手続開始通知

書を出し、財産保全の執行協力期限の開

始・終了日を説明して、専利権の財産保

全を公告しなければならない。 

 

改正後の規定あり


